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日本の食品安全情報をタイムリーに日本語とタイ語で解説するニュースレターです。 
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★ 今週のトピックス（日本の厚生労働省からの情報） 

１．最近の命令検査における実施項目                       （2018年10月下旬） 

通知 
対象食品 

(含加工食品） 
検査項目 

区分 
備考、参照 URL 

10/25 ネパール産とうも

ろこし（甘味種を除

く。） 

総アフラトキ

シン 

強化 https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000375471.pdf  

(基準値 不検出（10μg/kg-ppb）) 

 

２．モニタリング検査の追加(違反による引上げまたは命令検査解除による引下げ：検査頻度30％)     (2018年10月下旬) 

通知 対象食品(含加工食品) 検査項目 区分 備考、参照 URL 

10/25 中国産おくら ハロキシホップ 引上げ https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000375478.pdf 

(基準値 0.01 mg/kg-ppm) 
 

 

★ RASFF マンスリーレポート 

EU におけるタイ産食品の違反情報                       （2018年10月下旬） 

日付 届出国 届出理由 通知タイプ 

10/24 オランダ 冷凍鶏肉  (frozen poultry meat preparation) よりサルモネラ菌 

(Salmonella) (陽性/25g) の検出 

“border 

rejection” 
 

 

★食品衛生法の改正に基づく政省令案の検討状況に関する説明会について 

厚生労働省は 2018 年 11 月 29 日から 12 月 18 日にかけて、「「食品衛生法等の一部を改正する法律」

に基づく政省令案の検討状況に関する説明会」を実施します。食品衛生法は飲食による健康被害の発生

を未然に防止するための法律です。平成 15年の食品衛生法改正から 15 年が経過し、その間、食へのニ

ーズの多様化や食の国際化など、食を取り巻く環境は変化してきました。これらの変化に対応し、食品

の安全性を確保するため、食品衛生法の一部を改正し、平成 30 年６月に「食品衛生法等の一部を改正

する法律」が公布されました。本説明会では、6 月の法改正の内容に加えて、HACCP 普及推進地方連絡

協議会の取組みも解説されます。詳細は下記 URL を参照ください。 
 

食品衛生法の改正に基づく政省令案の検討状況に関する説明会（厚労省）: 

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/1111212865_00007.html  
 

 

★FDA 農家や生鮮カット野菜の生産加工業者がFSMA要求ガイダンス案について 
2018年10月19日、アメリカ食品医薬品局 (FDA) は農家及び生鮮カット野菜の生産者に対し、米国食品

安全強化法 (FSMA)で要求される事項の理解向上に向けた2つのガイダンス案を公開しました。1つは農

産物生産安全規則に基づく要求事項のガイダンスで、栽培、収穫、包装、保管時に野菜・果物を汚染か

ら守るために必要な処置について言及しています。更に農家や関係者への支援として、FDAは本ガイダ

ンス案の重要なポイントが一目でわかる、「At-A-Glace」も公開しました。2つ目はカット野菜の商品

安全に対する危害要因を、最小化するためのガイダンスです。直ぐに食べられるカットサラダミックス

やフルーツサラダの製造時に、ヒト向け食品の予防管理規則にしたがうためのFDAによる考えをまとめ

ています。本規則では食品製造事業者に対し、危害分析を含む食品安全計画や、食品を汚染しうる危害

の最小化に向けた予防管理法の策定を求めています。詳細は下記URLを参照ください。 
 

FDA Issues Draft Guidance to Help Produce Farmers and Fresh-Cut Produce Processors meet FSMA Requirements

（FDA）: https://www.fda.gov/Food/NewsEvents/ConstituentUpdates/ucm623784.htm  
 

 

※次号のOMIC Food Safety Newsletter No.468の発行は、11月30日とさせて頂きます。 
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